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平成27年１月15日 

各 位 

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 長野 成晃  

 （コード：3731 東証マザーズ） 

問い合せ先 人 事 法 務 部  法 務 広 報 課  

 （ T E L： 0 2 2 - 7 2 2 - 0 3 3 3）  

 

有価証券報告書等の訂正報告書および平成 27年３月期第４四半期報告書の提出ならびに 

過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年１月９日付け「社内調査委員会による中間報告書の受領および要約版

の公表について」においてお知らせいたしましたとおり、社内調査委員会から受領した中

間報告書におけるご指摘を踏まえ、過年度決算の訂正を進めてまいりました。 

この度、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

また、当社は、平成26年12月12日付け「平成27年３月期第４四半期報告書の提出遅延お

よび当社株式の監理銘柄（確認中）の指定見込みならびに社内調査委員会設置に関するお

知らせ」においてお知らせしましたとおり、平成27年３月期第４四半期報告書を、上場維

持のための提出期限である本日付で東北財務局へ提出いたしました。 

株主の皆様をはじめ、関係者各位にご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上 

げます。 

記 

１．今回提出する訂正報告書 

 ※ 以下（２）⑧および⑨は平成 27 年１月 15 日付で東北財務局へ提出済みであり、（１）および（２）

①から⑦は平成 27年１月 16日付で東北財務局に提出する予定です。 

（１）有価証券報告書 

① 平成 23年 10月期(第 19期) 有価証券報告書 (自 平成 22年 11月１日  至 平成 23年 10月 31日) 

② 平成 24年 10月期(第 20期) 有価証券報告書 (自 平成 23年 11月１日 至 平成 24年 10月 31日) 

③ 平成 25年 10月期(第 21期) 有価証券報告書 (自 平成 24年 11月１日 至 平成 25年 10月 31日) 

 

（２）四半期報告書 

① 平成 24年 10月期(第 20期) 第１四半期報告書 (自 平成 23年 11月１日  至 平成 24年１月 31日) 

② 平成 24年 10月期(第 20期) 第２四半期報告書 (自 平成 24年２月１日 至 平成 24年４月 30日) 

③ 平成 24年 10月期(第 20期) 第３四半期報告書 (自 平成 24年５月１日 至 平成 24年７月 31日) 

④ 平成 25年 10月期(第 21期) 第１四半期報告書 (自 平成 24年 11月１日 至 平成 25年１月 31日) 
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⑤ 平成 25年 10月期(第 21期) 第２四半期報告書 (自 平成 25年２月１日 至 平成 25年４月 30日) 

⑥ 平成 25年 10月期(第 21期) 第３四半期報告書 (自 平成 25年５月１日 至 平成 25年７月 31日) 

⑦ 平成 26年 10月期(第 22期) 第１四半期報告書 (自 平成 25年 11月１日 至 平成 26年１月 31日) 

⑧ 平成 26年 10月期(第 22期) 第２四半期報告書 (自 平成 26年２月１日 至 平成 26年４月 30日) 

⑨ 平成 27年３月期(第 22期) 第３四半期報告書 (自 平成 26年５月１日 至 平成 26年７月 31日) 

※ 平成 27 年７月 29 日付開催の臨時株主総会の決議により、第 22 期以降の決算期を従来の 10 月決算から３

月決算に変更したことに伴い、当社の第 22期事業年度は平成 25年 11月１日から平成 27年３月 31日まで

の 17 か月間となります。この変更により、第 22 期事業年度につきましては、提出済みの四半期報告書に

おいて、「平成 26 年 10 月期(第 22 期) 」という表記と「平成 27 年３月期(第 22 期) 」という表記が混在

しております。 

 

２．平成 27年１月 16日付で訂正を行う決算短信等 

（１）決算短信等 

① 平成 23年 10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） (自 平成 22年 11月１日  至 平成 23年 10月 31日) 

② 平成 24年 10月期 
第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 23年 11月１日 至 平成 24年１月 31日) 

③ 平成 24年 10月期 
第２四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 24年２月１日 至 平成 24年４月 30日) 

④ 平成 24年 10月期 
第３四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 24年５月１日 至 平成 24年７月 31日) 

⑤ 平成 24年 10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） (自 平成 23年 11月１日 至 平成 24年 10月 31日) 

⑥ 平成 25年 10月期 
第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 24年 11月１日 至 平成 25年１月 31日) 

⑦ 平成 25年 10月期 
第２四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 25年２月１日 至 平成 25年４月 30日) 

⑧ 平成 25年 10月期 
第３四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 25年５月１日 至 平成 25年７月 31日) 

⑨ 平成 25年 10月期 決算短信〔日本基準〕（連結） (自 平成 24年 11月１日 至 平成 25年 10月 31日) 

⑩ 平成 26年 10月期 
第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 25年 11月１日 至 平成 26年１月 31日) 

⑪ 平成 26年 10月期 
第２四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 26年２月１日 至 平成 26年４月 30日) 

⑫ 平成 27年３月期 
第３四半期決算短信〔日本基準〕

（連結） 
(自 平成 26年５月１日 至 平成 26年７月 31日) 

※ 平成 27年７月 29日付開催の臨時株主総会の決議により、第 22期以降の決算期を従来の 10月決算から３

月決算に変更したことに伴い、当社の第 22 期事業年度は平成 25 年 11 月１日から平成 27 年３月 31 日ま
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での 17か月間となります。この変更により、第 22期事業年度につきましては、公表済みの決算短信にお

いて、「平成 26年 10月期」という表記と「平成 27年３月期」という表記が混在しております。 

 

３．訂正の経緯および理由 

  当社は、平成 26 年 12 月 12 日付け「平成 27 年３月期第４四半期報告書の提出遅延

および当社株式の監理銘柄（確認中）の指定見込みならびに社内調査委員会設置に関

するお知らせ」および平成 26年 12月 19日付け「社内調査委員会への委嘱および委員

の決定に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、社内調査委員会を設置

したうえで、平成 23年 10月期決算から平成 27年３月期第３四半期決算までの各会計

期間（以下「対象期間」といいます。）の会計処理に関する疑義（以下「本件疑義」と

いいます。）についての調査を委嘱しておりました。 

  その後、当社は、社内調査委員会の調査結果を受け、当該調査結果を確認・精査し

た結果、後述の元役員らに対する損害賠償請求権などの放棄を除く本件疑義に関して、

対象期間の決算を訂正すべき事実の存在（以下の(１)から(５)までを参照）が認めら

れたため、対象期間に関する決算を訂正することが適当と判断いたしました。また、

社内調査委員会の調査に並行して社内調査を行った過程において、本件疑義に含まれ

ないものの、一部の会計処理に関して訂正をすることが適当と判断した箇所（以下の

(６)を参照）がありましたので、併せて訂正を行うことにいたしました。これらの訂

正の主な理由および内容は以下のとおりでございます。なお、（１）（３）（４）につい

ては、監査法人アリアと協議の上、社内調査委員会が指定した勘定科目とは異なる勘

定科目を使用し、会計処理の訂正を行っております。 

  また、平成 27年１月９日付「社内調査委員会による中間報告書の受領および要約版

の公表について」でお知らせしたとおり、当社の過去の不正行為等（詳細は当社の平

成 24 年１月 24 日付け「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい

て」をご参照ください。以下「前不正行為等」といいます。）に関与した元役員らに対

する損害賠償請求権等を放棄していた疑義については、社内調査委員会がこの疑義を

事実として認めることはできないと判断したため、この疑義に関わる会計処理の訂正

はございません。 

   

 【訂正の主な理由および内容一覧】 

 (１) 当社の過去の一部役員（以下「対象役員」といいます。）および元社長に対して

役員報酬の名のもとで行われた資金の支払いの一部又は大部分を役員報酬として

計上することの妥当性について 

    ① 訂正の主な理由 

    ア 対象役員は、平成 25 年１月から平成 26 年３月までの間、会社が対象役員

に対して役員報酬として支払っていた額の約３分の２（以下「訂正対象報酬
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①」といいます。）について、元社長の要請に応じて、訂正対象報酬①を元社

長に対して貸し渡していたとされておりました。 

しかしながら、元社長は、平成 26年５月まで当社の筆頭株主であった創業

者である元社長（以下「特定株主」といいます。）に対して同人の借入金等（同

人の所有する当社株式を担保として設定していた外部からの借入金等となり

ます。）に関する返済資金を融通する目的を有していたにもかかわらず、これ

を秘したうえで、対象役員にその就任当初からかかる要請を行い、平成 26年

３月までの間、訂正対象報酬①を継続して借り受けると同時にこの全額を特

定株主に融通し続けるという事象を発生させていたことが判明いたしました。 

イ また、元社長は、自らに対して支払われていた役員報酬の大部分（以下「訂

正対象報酬②」といいます。）についても、前記アと同様に、特定株主の借入

金等の返済資金として融通する目的のもと、平成 24 年１月から平成 26 年３

月までの間、訂正対象報酬②の支給を受けると同時に特定株主に融通し続け

るという事象を発生させていたことが判明いたしました。 

ウ 社内調査委員会は、以上のスキームおよび資金の融通目的などに照らして、

訂正対象報酬①および訂正対象報酬②は、支給当初から特定株主に対する利

益の供与であると認定・判断したうえで、当社に対して、訂正対象報酬①お

よび訂正対象報酬②の計上先を役員報酬等から特定株主に対する利益供与に

訂正するよう勧告したため、事実の確認および訂正内容の検討を行った結果、

当社は、この勧告内容を踏まえて訂正することが相当であると判断いたしま

した。 

   ② 訂正の主な内容 

以上により、平成 24年 10月期（第 20期）第１四半期から平成 27年３月期（第

22期）第３四半期までの全会計期間（自 平成 23年 11月１日 至 平成 26年７

月 31日）にわたって、役員報酬等として計上されていた金額のうち 191百万円を

不明支出金損失として特別損失に計上する旨の訂正を行いました。なお、特定株

主や対象役員と当社との間では、当該不明支出金について債権債務の関係を裏付

ける証憑が存在しないため、同支出金を今回の会計処理の訂正において資産計上

はしておりませんが、流出した金銭は損害賠償請求すべきものと考えており、そ

の回収に向けた行動計画を弁護士等の有識者と相談の上、意思決定してまいりま

す。 

    

 (２)  過去に当社の役員であった者および従業員に対する福利厚生貸付けとしてなさ

れている資金の貸付処理に関する会計処理の妥当性について 

  ① 訂正の主な理由 

   ア 当社は、平成 23 年 10 月、当時の当社役員およびに従業員に対して福利厚生
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目的の貸付けとして各々に５百万円ずつ貸付けを行った旨の会計処理を行って

おりました。 

イ しかしながら、社内調査委員会の調査によれば、前記の貸付金合計 10百万円

は、貸付けとしての実態が存在せず、その時点で代表取締役社長であった特定

株主の資金需要等のために既に不正に流出していた 11百万円について、同月末

日に迫った平成 23年 10月期（第 19期）決算末日までに当社に入金して、いわ

ば穴埋めするための資金を捻出するために福利厚生目的の貸付けを仮装してな

された不正流出金であったことが判明いたしました。 

   ウ 社内調査委員会は、前記イの調査結果をもとに、当社に対し、当時の当社役

員に対する貸付けとして計上されている５百万円および従業員に対する貸付金

として計上されている５百万円をそれぞれ役員による不正関連損失に訂正する

とともに、この役員および従業員から当社が受けている返済は全て雑収入に訂

正すべき旨の勧告を行ったため、事実の確認および訂正内容の検討を行った結

果、当社は、この勧告内容に従うことが相当であると判断いたしました。 

  ② 訂正の主な内容 

    以上により、平成 23年 10月期（第 19期）決算において役員および役員保有会

社に対する金銭債権として計上されている５百万円および貸付金として計上して

いる５百万円を、それぞれ役員による不正関連損失として特別損失に計上する旨

の訂正を行いました。 

    また、平成 24年 10月期（第 20期）第１四半期から平成 27年３月期（第 22期）

第３四半期までの全会計期間（自 平成 23 年 11 月１日 至 平成 26 年７月 31

日）にわたり、この当時の役員および従業員から貸付金の返済として計上してい

た一年以内返済予定長期貸付金３百万円をそれぞれ雑収入に計上する旨の訂正を

行いました。なお、特定株主や対象役員と当社との間では、当該不明支出金につ

いて債権債務の関係を裏付ける証憑が存在しないため、同支出金を今回の会計処

理の訂正において資産計上はしておりませんが、流出した金銭は損害賠償請求す

べきものと考えており、その回収に向けた行動計画を弁護士等の有識者と相談の

上、意思決定してまいります。 

 

(３)  当社の従業員に対する賞与として計上されている資金の支払いに関する会計処

理の妥当性について 

 ① 訂正の主な理由 

  ア a  当社は、平成 24年 12月、当社の全従業員を対象に賞与を支給しておりま

したが、そのうち特定の従業員３名に対しては、賞与として 11百万円を支

給する旨の会計処理を行っておりました。 

    b  また、当社の連結子会社である株式会社ＩＪＴは、平成 25 年 12 月、そ
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の所属従業員を対象に賞与を支給しておりましたが、そのうち特定の従業

員１名に対しては、賞与として 1.5 百万円を支給する旨の会計処理を行っ

ておりました。 

イ しかしながら、社内調査委員会の調査によれば、前記ア a のとおり支給され

た賞与 11百万円のうち９百万円、前記ア bのとおり支給された賞与 1.5百万円

のうち１百万円については、賞与としての実態がないにもかかわらず、特定株

主に資金を融通させる目的のもとで、通常の賞与額に上乗せ支給したのち、複

数の出金操作を経て、特定株主に流出していたことが判明いたしました。 

  また、前記ア b のとおり支給された賞与 1.5 百万円のうち１百万円について

は、賞与としての実態がないにもかかわらず、前不正行為等により当社が被っ

た損害の賠償を求めて特定株主を訴えていた訴訟事件に関し、特定株主の裁判

費用に充てる目的のもとで、通常の賞与額に上乗せ支給したのち、特定株主に

流出していたことが判明いたしました。 

  ウ 社内調査委員会は、前記イの調査結果をもとに、当社に対し、平成 24 年 12

月に従業員賞与として計上されている額のうち９百万円を、平成 25 年 12 月に

従業員賞与として計上されている額のうち１百万円を、それぞれ特定株主に対

する利益供与に訂正すべき旨の勧告を行ったため、事実の確認および訂正内容

の検討を行った結果、当社は、この勧告内容を踏まえて訂正することが相当で

あると判断いたしました。 

 ② 訂正の主な内容 

   以上により、平成 25年 10月期（第 21期）第１四半期において従業員賞与とし

て計上されている額のうち９百万円を不明支出金損失として計上する旨の訂正を

行いました。 

   また、平成 27 年３月期（第 22 期）第１四半期において従業員賞与として支給

されている額のうち１百万円を不明支出金損失として特別損失に計上する旨の訂

正を行いました。なお、特定株主や対象役員と当社との間では、当該不明支出金

について債権債務の関係を裏付ける証憑が存在しないため、同支出金を今回の会

計処理の訂正において資産計上はしておりませんが、流出した金銭は損害賠償請

求すべきものと考えており、その回収に向けた行動計画を弁護士等の有識者と相

談の上、意思決定してまいります。 

 

(４)  当時の当社の従業員であった者および元社長が行っていた経費精算等に関する

費用計上の妥当性について 

 ① 訂正の主な理由 

 ア 当社は、平成 24 年 10 月期（第 20 期）第３四半期から平成 27 年３月期（第

22 期）第２四半期までの全会計期間（自 平成 24 年５月１日 至 平成 26 年
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４月 30 日）を通じて、当時の当社従業員および元社長が支弁した旅行交通費、

会議費等の多岐にわたる項目に関して経費精算等を行っており、これを当社の

業務遂行に必要な支出等（その他費用）として計上しておりました。 

 イ しかしながら、この経費精算等の一部については、既に当社の役員はおろか

当社の従業員ですらなかった特定株主の支出した旅費、雑誌購入費であったに

もかかわらず、あたかも当社が負担すべき正当な支出であったかのように装っ

て経費精算等が行われたのち、特定株主に対して資金が流出していたことが判

明いたしました。 

   また、特定株主が当社の役員はおろか従業員としての地位を喪失したあとも、

平成 25 年９月から平成 26 年３月までの間、同人に従業員給与が支払われたか

のように装ったうえで、同人にかかる社会保険料を会社が負担していたことが

判明いたしました。 

   なお、特定株主に対して費用名下で流出した資金および利益の供与額は合計

４百万円となります。 

 ウ 社内調査委員会は、前記イの調査結果をもとに、当社に対し、その他経費と

して計上されている費用のうち４百万円については、特定株主に対する利益供

与に訂正すべき旨の勧告を行ったため、事実の確認および訂正内容の検討を行

った結果、当社は、この勧告内容を踏まえて訂正することが相当であると判断

いたしました。 

 ② 訂正の主な内容 

   以上により、平成 24年 10月期（第 20期）第３四半期から平成 27年３月期（第

22 期）第２四半期までの全会計期間（自 平成 24 年５月１日 至 平成 26 年４

月 30日）を通じてその他経費として計上されている金額のうち、４百万円を不明

支出金損失として特別損失に計上する旨の訂正を行いました。なお、特定株主や

対象役員と当社との間では、当該不明支出金について債権債務の関係を裏付ける

証憑が存在しないため、同支出金を今回の会計処理の訂正において資産計上はし

ておりませんが、流出した金銭は損害賠償請求すべきものと考えており、その回

収に向けた行動計画を弁護士等の有識者と相談の上、意思決定してまいります。 

 

(５)  当社の特定株主および同人の個人会社複数社に対する貸付金に関する貸倒引当

金の計上時期およびその額に関する妥当性について 

 ① 訂正の主な理由 

  ア 当社は、前不正行為等により当時は代表取締役社長であった特定株主および

同人の個人会社ら（以下「個人会社ら」といいます。）に流出した資金の回収を

図るべく締結した「債務の弁済に関する合意書」（以下「本合意書」といいます。）

に基づく特定株主および個人会社らに対する貸付金 839 百万円（以下「本件貸
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付金」といいます。）につき、本合意書に基づいて個人会社らが保有する当社株

式（以下「担保株式」といいます。）を貸付金の担保として質権を設定する旨の

定めがあったことから、従来は貸付金のうち担保株式の担保余剰を差し引いた

額を基準に貸倒引当金を計上していていました。 

ところが、当社は、平成 27年３月第１四半期において、特定株主からの猛反

発を承知のうえで、平成 26 年２月 28 日付で他社への第三者割当増資を行う旨

の取締役会決議を行ったことから、同日をもって特定株主との関係が完全に破

たんし、担保株式の質権設定に対する協力は一切得られないものと判断したこ

とから、貸倒引当金を 162百万円追加計上し、貸倒引当額を債権額の 100％に見

直しました。 

  イ しかしながら、社内調査委員会は、(a)元来、振替株式に対する質権の設定は

所定の登録手続を経なければ効力が生じないこと、(b)特定株主は、平成 24 年

11 月頃、個人会社らをして担保株式を秘密裏に証券会社を通じた信用取引の担

保として差し入れていた事実が発覚したことなどの事情を踏まえ、遅くとも平

成 24 年 11 月には、本件貸付金について貸倒引当金を 162 百万円追加計上し、

貸倒引当額を債権額の 100%に見直すべきであった旨の勧告を行いました。 

ウ 当社としては、以上の社内調査委員会の勧告を真摯に受け止め、保守的な会

計処理の観点から、社内調査委員会の勧告に従い、本件貸付金にかかる貸倒引

当金の計上時期およびその額を訂正いたしました。 

 ② 訂正の主な内容 

   以上により、平成 27 年３月期（第 22 期）第１四半期において本件貸付金にか

かる貸倒引当金の計上処理を取り消したうえで、平成 25年 10月期（第 21期）第

１四半期に、本件貸付金にかかる貸倒引当金として 162 百万円を特別損失に追加

計上する旨の訂正を行いました。なお、特定株主や対象役員と当社との間では、

当該不明支出金について債権債務の関係を裏付ける証憑が存在しないため、同支

出金を今回の会計処理の訂正において資産計上はしておりませんが、流出した金

銭は損害賠償請求すべきものと考えており、その回収に向けた行動計画を弁護士

等の有識者と相談の上、意思決定してまいります。 

 

(６)  当社保有の投資有価証券評価損の計上時期およびその額に関する妥当性につい

て 

 ① 訂正の主な理由 

  ア 当社は、平成 27年３月期第２四半期において、当社の連結子会社である株式

会社レジャー・ワンをして保有していた投資有価証券に関し、この時期に入手

した投資先の決算書類等の内容を踏まえ、投資有価証券の取得価額 19百万円を

0.6百万円まで減損処理いたしました。 
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  イ しかしながら、平成 27年３月期第１四半期の時点において、当社の一部関係

者は、この投資先の財務状況が著しく悪化していたなどの事実を認識するに至

っていたことが判明したことを踏まえ、保守的な会計処理の観点から、同時期

をもって投資有価証券 19百万円の全額について評価損を計上することが妥当で

あると判断いたしました。 

 ② 訂正の主な内容 

   以上により、平成 27 年３月期（第 22 期）第２四半期において、その他の特別

損失として計上する処理を取り消したうえで、平成 27 年３月期（第 22 期）第１

四半期に 19百万円を投資有価証券評価損として特別損失に計上いたしました。な

お、特定株主や対象役員と当社との間では、当該不明支出金について債権債務の

関係を裏付ける証憑が存在しないため、同支出金を今回の会計処理の訂正におい

て資産計上はしておりませんが、流出した金銭は損害賠償請求すべきものと考え

ており、その回収に向けた行動計画を弁護士等の有識者と相談の上、意思決定し

てまいります。 

 

４．訂正による過年度業績への影響 

  今回の訂正による過年度業績および個別業績への影響につきましては、別紙記載の

とおりとなります。 

 

５．その他 

  今般の不適切な会計処理に関しての再発防止策および関係者への処分等は、社内調

査委員会から受領した最終報告書の内容を踏まえ、当社内部にて検討・決定したあと

速やかに開示いたします。 

    以上 
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（別紙）各連結累積期間における連結業績および個別業績への影響 

 

【連結財務諸表】 （単位：百万円） 

 訂正前 訂正後 影響額 

平成 23年 10月期 

(第 19期)通期 

 

売上高 13,774 13,774 ― 

営業利益 461 461 ― 

経常利益 273 273 ― 

当期純利益 223 213 △10 

総資産 6,294 6,284 △10 

純資産 2,123 2,113 △10 

平成 24年 10月期 

(第 20期)第１四半期 

 

売上高 3,612 3,612 ― 

営業利益 105 108 ２ 

経常利益 101 103 ２ 

当期純利益 43 45 ２ 

総資産 5,610 5,600 △10 

純資産 2,138 2,130 △７ 

平成 24年 10月期 

(第 20期)第２四半期 

 

売上高 7,396 7,396 ― 

営業利益 235 245 10 

経常利益 223 233 10 

当期純利益 144 147 ２ 

総資産 5,648 5,638 △10 

純資産 2,242 2,234 △７ 

平成 24年 10月期 

(第 20期)第３四半期 

売上高 10,363 10,363 ― 

営業利益 328 346 17 

経常利益 299 316 17 

当期純利益 246 249 ２ 

総資産 5,374 5,364 △10 

純資産 2,342 2,334 △７ 
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【連結財務諸表】 （単位：百万円） 

 訂正前 訂正後 影響額 

平成 24年 10月期 

(第 20期)通期 

 

売上高 13,950 13,950 ― 

営業利益 432 458 25 

経常利益 398 387 25 

当期純利益 343 199 △144 

総資産 5,905 5,748 △156 

純資産 2,439 2,284 △154 

平成 25年 10月期 

(第 21期)第１四半期 

 

売上高 3,959 3,959 ― 

営業利益 87 105 17 

経常利益 75 93 18 

当期純利益 66 74 ８ 

総資産 5,586 5,437 △148 

純資産 2,480 2,334 △145 

平成 25年 10月期 

(第 21期)第２四半期 

 

売上高 7,898 7,898 ― 

営業利益 145 191 46 

経常利益 183 171 △12 

当期純利益 54 ７ △47 

総資産 5,270 5,064 △206 

純資産 2,480 2,278 △201 

平成 25年 10月期 

(第 21期)第３四半期 

売上高 11,336 11,336 ― 

営業利益 198 261 62 

経常利益 189 236 47 

当期純利益 39 36 △２ 

総資産 5,101 4,937 △163 

純資産 2,456 2,230 △156 
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【連結財務諸表】 （単位：百万円） 

 訂正前 訂正後 影響額 

平成 25年 10月期 

(第 21期)通期 

 

売上高 15,112 15,112 ― 

営業利益 296 374 77 

経常利益 295 348 79 

当期純利益 55 42 △13 

総資産 5,213 5,041 △172 

純資産 2,477 2,309 △167 

平成 27年３月期 

(第 22期)第１四半期 

 

売上高 4,071 4,071 ― 

営業利益 120 134 13 

経常利益 137 153 16 

当期純利益 △67 78 145 

総資産 4,866 4,839 △26 

純資産 2,371 2,349 △22 

平成 27年３月期 

(第 22期)第２四半期 

 

売上高 8,086 8,086 ― 

営業利益 106 130 24 

経常利益 111 139 28 

当期純利益 △168 △８ 160 

総資産 4,240 4,240 △７ 

純資産 2,269 2,259 △７ 

平成 27年３月期 

(第 22期)第３四半期 

売上高 10,635 10,635 ― 

営業利益 62 70 8 

経常利益 62 76 13 

当期純利益 △216 △56 160 

総資産 4,244 4,237 △７ 

純資産 2,221 2,214 △７ 
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【個別財務諸表】 （単位：百万円） 

 訂正前 訂正後 影響額 

平成 23年 10月期 

(第 19期)通期 

 

売上高 566 566 ― 

営業利益 230 230 ― 

経常利益 69 69 ― 

当期純利益 109 99 △10 

総資産 3,753 3,743 △10 

純資産 2,267 2,257 △10 

平成 24年 10月期 

(第 20期)通期 

 

売上高 860 860 ― 

営業利益 518 544 25 

経常利益 493 462 △31 

当期純利益 342 198 △144 

総資産 3,639 3,482 △156 

純資産 2,582 2,482 △154 

平成 25年 10月期 

(第 21期)通期 

 

売上高 663 663 ― 

営業利益 270 347 77 

経常利益 224 323 79 

当期純利益 59 46 △13 

総資産 3,301 3,129 △172 

純資産 2,625 2,457 △167 

以上 

 

 

 


